
　特定健診は、毎年受診することによって、ご自身の身体の変化を経年で知ることが
できる大切な健診です。健診結果を受け取ったら、結果をしっかり確認して健診結果に
記載された指示に従いましょう。健康を維持するための大切なヒントです。
　特定保健指導では、特定健診の結果をもとに、保健師や管理栄養士などの専門家の
サポートを受けながら病気にならないように生活習慣の改善をしていきます。
　「忙しくて受けている暇がないから」「自分で気をつけて食事、運動をしているから」な
どの理由により指導を受けない方がほとんどですが、忙しい毎日だからこそ、心身の健
康状態に目を向けることが重要です。
　生活習慣病は自覚症状がないまま静かに進行し、放っておくと、やがて命に関わる重大な病気を引き
起こしますので、病気を防ぐ第一歩として、まずは「申込む」という行動を起こしましょう！

　昨年10月20日より保険者間の特定健診（以下「特定健診」という。）にかかる情報照会および提供の利
用が開始されました。
　このことにより、特定健診の対象者である40歳以上75歳未満の組合員および被扶養者
（以下「組合員等」という。）が、本組合に加入する以前に本組合とは別の保険者（以下「旧
保険者」という。）に加入していた期間があった場合には、本組合と旧保険者間で当該情
報照会および提供ができることとなりましたが、旧保険者期間にかかる特定健診の情報
を本組合に提供することを希望しない場合には、組合員等からの申し出により保険者間
における情報提供については、行わないこととなります。情報提供を希望されない方は
本組合福祉課までご連絡ください。

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305
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